
引き続き発生予防 及びまん延防止対策 の徹底 を！！

１、飼養衛生管理の徹底

・飼養衛生管理基準の遵守の再徹底
（車両・物や畜舎周囲の消毒、長靴や衣服の交換・消毒による衛生管理区域への
病原体の持ち込み防止の徹底、毎日の健康観察、野生動物の侵入防止等）

・離乳豚舎における衛生管理
免疫を獲得していない豚群では特に感染が起こりやすいことを念頭に置き、
豚舎に出入りする際にはウイルスを持ち込まない衛生対策を実施すること

２、早期発見・早期通報の徹底

豚熱の「特定症状」を呈している豚等を発見した場合は、速やかに家畜保健衛生所に届け出ること

３、野生いのしし対策の徹底

農場関係者以外のものが不要に農場に立ち入らないこと
（県内野生いのししの検査状況については県ホームページをご覧ください）

https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/toncholera/butanetukensajokyo.html

【 概 要 】
発生農場：群馬県 桐生市
飼養状況：約５,５００頭
経 緯：
５月９日、死亡頭数が増加している旨の通報を受け、

病性鑑定を実施。
５月１０日、精密検査を実施したところ、

豚熱の患畜であることが判明。
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豚の様子がおかしいなと思ったら…

群馬県の養豚場で豚熱発生！
（国内８１例目）



飼料価格高騰により影響を受けた
畜産業者の皆様へ

飼料価格の高騰により影響を受けた畜産関係業者の皆様の経営維持・
安定化に向け、令和4年4月28日の閣議において、融資制度の拡充が決
定しました。

① 農林漁業セーフティネット資金の通常の貸付限度額

年間経営費等の6/12 又は 600万円

② 農林漁業セーフティネット資金の特例による貸付限度額

年間経営費等の12/12 又は 1,200万円

※新型コロナの影響を受けた畜産事業者がさらに飼料高騰の影響を受けた場合は

年間経営費等の18/12 又は1,800万円

１ 日本政策金融公庫資金や農業近代化資金等の融資について、貸付当初5年間

の実質無利子化が措置されました。

２ 日本政策金融公庫から実質無担保・無保証人による融資を受けられるよう

措置されました。

３ 農業近代化資金等の融資の際、農業信用基金協会等の債務保証の実質無担

保・無保証人での引受け及び引受当初5年間の保証料免除が措置されました。

４ 農林漁業セーフティネット資金について、上記1（実質無利子化）及び2

（実質無担保・無保証人による融資）に加え、貸付限度額の特例が設けられ

ました。

お問合せ・ご相談は下記までご連絡下さい。

○日本政策金融公庫資金に関するご相談（農林漁業セーフティーネット資金等）

日本政策金融公庫千葉支店 043-238-8501

○その他の制度資金（農業近代化資金、農業経営負担軽減支援資金等）

・借入相談：お近くの金融機関にご相談ください。

・制度についてのお問合せ：千葉県農林水産部団体指導課 043-223-3074

＜養豚・養鶏農場＞

※資金の融資を受けるには、飼養衛生管理基準遵守状況確認書の提出が必要です

千葉県農林水産部畜産課 ０４３－２２３－２７７７


